
不動産媒介業者様 貸主様～入居住宅に関する状況通知書のご記入のお願い 

 

 

○住居確保給付金制度について 

生活困窮者自立支援法に基づき、離職等又はやむを得ない休業等により家賃を支払うことが困難とな

る恐れの高い方に、一定期間家賃相当額（上限あり）を支給し、就労に向けた支援を行う制度です。こ

の趣旨をご理解いただいたうえで「入居住宅に関する状況通知書」のご記入をしていただき、ご本人に

お渡しいただきますようお願いいたします。 

 

 

＜記入における注意点＞ 

・表面すべてを不動産媒介業者様または貸主様がご記入ください。 

・入居している賃貸住宅の「家賃欄」は、共益費・管理費を除いた金額をご記入ください。 

・振込口座は原則、賃貸契約書に書かれている口座と同一になります。 

・振込口座のフリガナにご注意ください。 

 ＊間違いが多くなっています。「不動産業者等向け説明（別紙）」ご参照ください。 

・訂正箇所には訂正印をお願いします。修正液は使用しないでください。 

・裏面は本人が記入します。 

 

＜給付の時期と方法＞ 

・毎月２７日（土日祝の場合は直前の平日）前後に、杉並区から「入居住宅に関する状況通知書」に記入いただ

いた振込口座に振り込みます。 

・振込名義は「スギナミクジュウキョカクホキュウフキン」となります。 

＊初回については、申請月の翌月末に、申請月に支払うべき家賃と、翌月に支払うべき家賃が振り込ま

れます。（申請月の家賃の支払いが遅れることになります。） 

例：２月に申請受理→２月と３月に支払うべき家賃（３～４月家賃相当分）を３月２７日に振込み、

４月に支払うべき家賃（５月家賃相当分）は４月２７日に振込みます。 

 

＜その他＞ 

・申請受付後、杉並区の審査を経て支給決定がされます。（申請翌月中旬～下旬） 

決定通知が発行されますのでご本人から写しをお受け取りください。 

・給付期間は原則３か月です。延長、再延長の申請により最大９か月支給される場合があります。 

 

 

 

＜問合先＞ 

くらしのサポートステーション 杉並区天沼３－１９－１６ ウェルファーム杉並複合施設棟１階 

電話 ０３－３３９１－１７５１ Fax  ０３－３３９１－１７５２ 

 

＊振込内容については、杉並福祉事務所 生活自立支援担当（電話０３－３３９３－０７３７）へお問い合わせください。 


